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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル映像音声信号を受信するデジタル信号受信装置において、
　コピー制御情報が付随した前記デジタル映像音声信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段において受信した前記デジタル映像音声信号を記録再生する記録再生手段
と、
　前記記録再生手段において記録し、再生した前記デジタル映像音声信号を他の機器に対
しデジタル信号として出力する第１の出力手段と、
  前記記録再生手段において記録し、再生した前記デジタル映像音声信号をアナログ信号
として出力する第２の出力手段と、
  前記記録再生手段、前記第１の出力手段及び前記第２の出力手段を制御する制御手段と
を備え、
　前記制御手段は、前記デジタル映像音声信号が前記コピー制御情報により所定のコピー
の制限を受ける場合に、前記デジタル映像音声信号の前記第１の出力手段からの他の機器
へのムーブ、または、前記第２の出力手段からのアナログ信号として他の機器で記録可能
な状態での出力を可能とし、
  前記第１の出力手段は、前記他の機器へのムーブにおいては、その出力先に前記デジタ
ル映像音声信号が記録されるべき１つの機器のみが接続されているときに、前記デジタル
映像音声信号を出力することを特徴とするデジタル信号受信装置。
【請求項２】
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　デジタル映像音声信号をデジタル信号受信装置で受信するデジタル信号受信方法におい
て、
　コピー制御情報が付随した前記デジタル映像音声信号を受信し、
　受信した前記デジタル映像音声信号を記録再生し、
　記録し、再生した前記デジタル映像音声信号を他の機器に対しデジタル信号として出力
し、
  記録し、再生した前記デジタル映像音声信号をアナログ信号として出力し、
　前記デジタル映像音声信号が前記コピー制御情報により所定のコピーの制限を受ける場
合に、前記デジタル映像音声信号のデジタル信号としての他の機器へのムーブ、または、
アナログ信号として他の機器で記録可能な状態での出力を可能とし、
  前記他の機器へのムーブにおいては、その出力先に前記デジタル映像音声信号が記録さ
れるべき１つの機器のみが接続されているときに、前記デジタル映像音声信号を出力する
ことを特徴とするデジタル信号受信方法。
【請求項３】
　デジタル映像音声信号をデジタル信号送信装置より送信し、デジタル信号受信装置で受
信するデジタル信号送受信方法において、
　コピー制御情報が付随した前記デジタル映像音声信号を送信し、
　前記デジタル映像音声信号を受信し、
　受信した前記デジタル映像音声信号を記録再生し、
　記録し、再生した前記デジタル映像音声信号を他の機器に対しデジタル信号として出力
し、
  記録し、再生した前記デジタル映像音声信号をアナログ信号として出力し、
　前記デジタル映像音声信号が前記コピー制御情報により所定のコピーの制限を受ける場
合に、前記デジタル映像音声信号のデジタル信号としての他の機器へのムーブ、または、
アナログ信号として他の機器で記録可能な状態での出力を可能とし、
  前記他の機器へのムーブにおいては、その出力先に前記デジタル映像音声信号が記録さ
れるべき１つの機器のみが接続されているときに、前記デジタル映像音声信号を出力する
ことを特徴とするデジタル信号送受信方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタル放送等の放送を受信する放送受信装置、およびデジタル映像音声信号
などのストリームデータを記録再生するストリーム出力装置におけるに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　近年デジタル映像信号処理技術の発展に伴い、デジタル放送を受信するセットトップボ
ックス（ＳＴＢ）や、デジタル放送番組を録画・再生するデジタルＶＴＲ（ＤＶＴＲ）、
ディスクレコーダ等のデジタルＡＶ装置が次々と製品化されている。また、これらのデジ
タルＡＶ装置間において、映像音声信号をデジタル信号形式のまま伝送するために最も適
したデジタルインターフェースとして、ＩＥＥＥ１３９４規格に定められた高速シリアル
バス（以下１３９４バス）が有る。前記１３９４バス上ではストリームや制御コマンドを
同時に送受信することができ、ストリーム送受信の制御や制御コマンドとしてＩＥＣ６１
８８３規格、ＡＶ／Ｃコマンドセットが規定されている。
【０００３】
　ここで、不正コピーを防止する技術としてＤＴＣＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）方式が１３９４バスで採用され
ている。ＤＴＣＰ方式では映像音声ストリームにコピーに関する条件を記載したコピー制
御情報が付与されており、これによって”copy free”（コピー無制限）、”copy never
”（コピー禁止）、”copy one generation”（コピー１回可）の３つに区分する。デジ
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タルＶＴＲなどの記録装置では”copy free”または”copy one generation”のストリー
ムのみを受信して記録することができ、”copy one generation”のストリームを記録し
た場合にはコピー制御情報を”no more copies”（コピー不可）に変更し、それ以上他の
記録装置などによって記録することを禁止している。
【０００４】
　一方最近ではハードディスクドライブ（ＨＤＤ）を用いて映像音声ストリームデータを
記録するいわゆるＨＤＤレコーダのようなストリーム記録再生装置が実現できる様になっ
ている。このようなＨＤＤレコーダでは装置内に固定されたディスク容量に限りがあるた
め、使用者はディスクの空き容量が少なくなってきた場合には保存しておくコンテンツを
ＶＴＲや光ディスク装置などに転送してテープもしくは光ディスクなどの保存用メディア
に蓄積できるようにしておく必要がある。
【０００５】
　このような状況を鑑み、ＤＴＣＰ方式では、一度記録媒体に記録した”no more copies
”のコンテンツを他の記録媒体にコピーした後に削除あるいは再生不能化することにより
、コンテンツの移動を行う“ムーブ機能”を規定している。ムーブ機能は、内蔵あるいは
デジタル接続された一つの記録媒体に対してのみ行うことができ、ムーブ動作中にムーブ
元とムーブ先の双方に同時に１分を超える長さのコンテンツが再生可能な状態であること
を禁止している。上記ムーブ機能を実装する技術としては例えば特許文献１、特許文献２
に記載されているものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－２４５７１８号公報
【特許文献２】特開２００２－２３８０２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記ＤＴＣＰ方式では、”no more copies”のコンテンツをデジタル接続された他のス
トリーム記録再生装置へムーブする場合は必ず一つの記録媒体に対してのみ行う規定であ
るため、ムーブ先以外の装置に該コンテンツを不正コピーされてはならない仕組みが必須
となる。しかし、ムーブ機能の実現には、ムーブ開始前に既に他の装置との間で認証が終
了している場合やムーブ中にムーブ先の装置が他の装置からリモート制御される場合など
、様々な予期せぬ状況が想定されるため、実装には特別な配慮が必要になる。
【０００８】
　また、ムーブ終了時にはムーブ元のコンテンツが削除あるいは再生不能となるため、記
録媒体の不足や誤った操作等によりムーブが失敗した場合、利用者は二度とそのコンテン
ツを視聴することができない。
【０００９】
　本発明の目的は、利用者に対して可能な限り安全に確実に実行でき、そしてより簡単に
実装可能なムーブ機能を備えたストリームデータ記録再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の一実施の態様は、例えば特許請求の範囲に記載さ
れた技術的思想を用いる。
【発明の効果】
【００１２】
　コンテンツの著作権を尊重しつつ、ユーザにとって使い勝手の良いデジタル機器を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の実施形態であるシステムの一構成例
【図２】本発明の実施形態である放送受信装置（ＳＴＢ）の一ブロック構成例
【図３】本発明の実施形態であるデジタルＶＴＲ（ＤＶＴＲ）の一ブロック構成例
【図４】本発明の実施形態である放送受信装置とデジタルＶＴＲとの間のムーブ処理初期
手順を示す一シーケンス図
【図５】本発明の実施形態である放送受信装置とデジタルＶＴＲとの間のムーブ処理実行
手順を示す一シーケンス図
【図６】本発明の実施形態である放送受信装置とデジタルＶＴＲとの間のムーブ処理中断
手順を示す一シーケンス図
【図７】本発明の実施形態である放送受信装置とデジタルＶＴＲとの間のムーブ処理終了
手順を示す一シーケンス図
【図８】本発明の実施形態である放送受信装置でムーブ処理に失敗した場合に表示する一
画面例
【図９】本発明の実施形態である放送受信装置に搭載するムーブ処理対象装置リストの構
成例
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１５】
　図１は本発明を説明するための一実施例であり、複数のストリーム記録再生装置を含む
ＡＶシステムの構成を示したものである。ＡＶシステムは放送受信装置（ＳＴＢ）１００
、デジタルＶＴＲ（ＤＶＴＲ）２００、ＤＶＤレコーダ（ＤＶＤ）３００が互いに１３９
４バス２０によりデジタル接続されているものとし、ＳＴＢ１００にはモニタ３０がアナ
ログ接続されているものとする。
【００１６】
　ＳＴＢ１００は、アンテナ１０にて受信した放送番組をモニタ３０で視聴することがで
き、内蔵した記録メモリに該放送番組を蓄積することも可能である。また、他のＤＶＴＲ
２００やＤＶＤ３００に対して１３９４バス２０を介して放送番組のデジタル出力や制御
コマンドの送受信を行うことができる。
【００１７】
　ＤＶＴＲ２００やＤＶＤ３００は、１３９４バス２０経由で受信した放送番組を着脱可
能な記録ディスクに記録することができる。
【００１８】
　次に、図２を用いて、図１のＳＴＢ１００の一構成について説明する。ＳＴＢ１００は
、チューナ処理部１０１、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、デコーダ１
０４、入力処理部１０５、タイマー管理部１０６、記録／再生処理部１０７、デジタルＩ
／Ｆ１０８、番組記録メモリ１０９、制御部１１０、アナログ出力端子１１１、デジタル
入出力端子１１２から構成されている。
【００１９】
　チューナ処理部１０１は、放送局から受信した複数のチャンネルから所望のチャンネル
を選局し、デジタル変調された番組を復調する部分である。デスクランブラ１０２は、サ
ービス事業者と契約したチャンネルのみを受信可能とするためにかけられている放送番組
のスクランブルを解除する部分である。デマルチプレクサ１０３は、放送番組から音声デ
ータ、映像データを抽出する部分である。
【００２０】
　デコーダ１０４は、圧縮された音声データや映像データを復号して、元の音声信号、映
像信号に伸長する部分である。これらの信号は、アナログ出力端子１１１を介してモニタ
３０等の外部へ出力することができる。入力処理部１０５は、リモコンやタッチパネルな
どを利用してユーザがＳＴＢ１０１を操作する部分である。タイマー管理部１０６は、現
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在の時間情報や放送番組のタイマー予約を管理する部分である。記録／再生処理部１０７
は、受信した放送番組を番組記録メモリ１０９に記録するための記録制御と、該番組記録
メモリ１０９に記録した放送番組を再生するための再生制御を行う部分である。
【００２１】
　デジタルＩ／Ｆ１０８は、デジタル入出力端子１１２を介して１３９４バス２０で接続
した他のＡＶ装置（例えば、ＤＶＴＲ２００やＤＶＤ３００）との間でＡＶストリームや
制御コマンドを送受信する部分であり、送信するＡＶストリームの暗号化や暗号化された
ＡＶストリームの複号化も行う。番組記録メモリ１０９は、放送番組を記録するメモリで
ある。磁気ディスクや光ディスク、メモリカード、そしてこれらを組み合わせたハイブリ
ッド形態などが考えられる。制御部１１０は、ＳＴＢ１００における各部の動作を統括的
に制御する部分である。
【００２２】
　同様に、図３を用いて、ＤＶＴＲ２００の一構成について説明する。ＤＶＴＲ２００は
、入力処理部２０１、デジタルＩ／Ｆ２０２、タイマー管理部２０３、記録/再生処理部
２０４、記録メモリ２０５、制御部２０６、デジタル入出力端子２０７、アナログ入力端
子２０８から構成されている。入力処理部２０１は、リモコンやタッチパネルなどを利用
してユーザがＤＶＴＲ２００を操作する部分である。
【００２３】
　デジタルＩ／Ｆ２０２は、デジタル入出力端子２０７を介して１３９４バス２０で接続
した他のＡＶ装置（例えば、ＳＴＢ１００やＤＶＤ３００）との間でＡＶストリームや制
御コマンドを送受信する部分であり、送信するＡＶストリームの暗号化や暗号化されたＡ
Ｖストリームの複号化も行う。
【００２４】
　タイマー管理部２０３は、現在の時間情報や放送番組のタイマー予約を管理する部分で
ある。記録/再生処理部２０４は、デジタル入出力端子２０７あるいはアナログ入力端子
２０８を介して受信したストリームを記録メモリ２０５に記録するための記録制御と、該
記録メモリ２０５に記録したストリームを再生するための再生制御を行う部分である。記
録メモリ２０５は、ストリームを記録するメモリであり、ＤＶＴＲの場合は磁気ディスク
を示す。制御部２０６は、ＤＶＴＲ２００における各部の動作を統括的に制御する部分で
ある。ＤＶＤ３００は、上記ＤＶＴＲ２００の記録メモリ２０５が光ディスクであること
以外はＤＶＴＲ２００と同様の構成とする。
【００２５】
　次に、図１に示したＡＶシステムのうち、ＳＴＢ１００の番組記録メモリ１０９に記録
した放送番組を、１３９４バス２０経由でＤＶＴＲ２００の記録メモリ２０５にムーブす
る手順について以下記述する。
【００２６】
　まず、図４を用いて、ＳＴＢ１００がＤＶＴＲ２００との間でムーブ処理を開始する際
に必要な手順４００を説明する。利用者がＳＴＢ１００の入力処理部１０５を介してムー
ブ処理を指示すると、制御部１１０はムーブ処理プログラムを起動する（ステップ４０１
）。そして、制御部１１０は番組記録メモリ１０９に格納した”no more copies”のコン
テンツを抽出してモニタ３０上に表示し、入力処理部１０５を介して利用者にムーブする
コンテンツを選択してもらう（ステップ４０２）。続いて、制御部１１０は、ＳＴＢ１０
０に登録された全てのストリーム録画装置をモニタ３０上に表示し、入力処理部１０５を
介して利用者にムーブ先のストリーム録画装置を選択してもらい（ここではＤＶＴＲ２０
０）、ＤＶＴＲ２００以外の装置（ここではＤＶＤ３００）の接続を外すようにモニタ３
０上にメッセージ表示等で利用者に通知する（ステップ４０３）。利用者がＤＶＤ３００
の接続を外して次のステップに進むように指示すると、制御部１１０はデジタルＩ／Ｆ１
０８を介して現在１３９４バス２０上に存在するＡＶ装置の情報を取得し（ステップ４０
４）、１３９４バス２０上に現在前記ＤＶＴＲ２００以外の装置が接続されているかチェ
ックする（ステップ４０５）。その結果、ＤＶＴＲ２００しか存在しない場合は、その現
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在の状態を取得するためにデジタルＩ／Ｆ１０８を介して１３９４バス２０上に状態取得
コマンドを発行する（ステップ４０６）。一方、ＤＶＴＲ２００以外にも他の装置が接続
されている場合は、再度ＤＶＴＲ２００以外の装置の接続を外すようにモニタ３０上にメ
ッセージ表示等で利用者に警告し、以降の処理に進めないようにする（ステップ４０７）
。
【００２７】
　ステップ４０６にて取得したＤＶＴＲ２００の状態が現在停止中であれば、ＩＥＣ６１
８８３規格のストリーム転送プロトコルに基づきストリームを送出するために、ＳＴＢ１
００のデジタルＩ／Ｆ１０８とＤＶＴＲ２００のデジタルＩ／Ｆ２０２との間に必要なコ
ネクションを設立する（ステップ４０８）。そして、ＤＴＣＰ方式に基づき” copy one 
generation”のストリーム（空のパケットでも良い）をデジタルＩ／Ｆ１０８を介して１
３９４バス２０上に送信開始する（ステップ４０９）。受信側であるＤＶＴＲ２００のデ
ジタルＩ／Ｆ２０２は前記ストリームを受信すると、ＳＴＢ１００のデジタルＩ／Ｆ１０
８に対して認証の要求を行い、ＳＴＢ１００とＤＶＴＲ２００の間で互いに相手の認証を
実行する。認証に成功すると、ＳＴＢ１００から送信する暗号化されたストリームをＤＶ
ＴＲ２００で正しく復号化することができる（ステップ４１０）。そして、ＤＶＴＲ２０
０を記録一時停止状態にするため、１３９４バス２０上に記録一時停止のコマンドを発行
する（ステップ４１１）。
【００２８】
　次に、図５を用いて、ＳＴＢ１００がＤＶＴＲ２００との間でムーブ処理を実行する手
順５００を説明する。ＳＴＢ１００の制御部１１０は、図４のステップ４０２にて選択し
たムーブ対象のコンテンツがアナログ方式でのコピーに制限があるかチェックし（ステッ
プ５０１）、制限がない場合には前記コンテンツを番組記録メモリ１０９上の外部からア
クセスできない領域あるいは別メモリに一時的にコピーする（ステップ５０２）。そして
、ＤＶＴＲ２００を記録開始状態にするため、１３９４バス２０上に記録開始コマンドを
発行する（ステップ５０３）。ＤＶＴＲ２００が記録開始したことを確認した後、前記ム
ーブ対象のコンテンツを“copy one generation”としてデジタルＩ／Ｆ１０８を介して
１３９４バス２０上へ送信開始する（ステップ５０４）。
【００２９】
　ムーブ実行が開始した後、ＳＴＢ１００の制御部１１０は、ＤＶＴＲ２００の動作状態
を取得するために定期的にＤＶＴＲ２００に対して状態取得コマンドを発行する（ステッ
プ５０５）。また、デジタルＩ／Ｆ１０８を介して現在１３９４バス２０上に存在するＡ
Ｖ装置の情報を取得する（ステップ５０６）。そして、ＤＶＴＲ２００が現在記録中であ
り、１３９４バス２０上に現在前記ＤＶＴＲ２００以外の装置が接続されていないことを
常にチェックする（ステップ５０７）。また、送信し終えたコンテンツを定期的に削除あ
るいは再生不能とする（ステップ５０８）。
【００３０】
　ここで、ＤＶＴＲ２００にセットした記録メモリ２０５の容量が途中でなくなったり、
利用者が誤ってＤＶＴＲ２００をリモコン操作することにより、ＤＶＴＲ２００の動作状
態が記録以外の状態に遷移した場合には、中断処理を実施する（ステップ５０９）。中断
処理の詳細については以下図６で説明する。
【００３１】
　ムーブすべきコンテンツの送信が全て終了すると（ステップ５１０）、ＳＴＢ１００は
ＤＶＴＲ２００の記録状態を停止するため、１３９４バス２０上に記録停止コマンドを発
行し（ステップ５１１）、停止処理を実行する（ステップ５１２）。終了処理の詳細につ
いては以下図７で説明する。
【００３２】
　ここで、ステップ５０９において、ＤＶＴＲ２００だけでなく、利用者が誤ってＳＴＢ
１００をリモコン操作することによりコンテンツの送信を停止してしまう可能性もある。
そこで、ムーブ以外のダビング処理（Copy Freeのコンテンツ）についてはダビング実行
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中でもリモコン操作でコンテンツの送信停止を指示できるが、ムーブ処理についてはムー
ブ実行中にリモコン操作でコンテンツの送信停止を指示できないようにする方法も挙げら
れる。
【００３３】
　次に、図６を用いて、上記ステップ５０８のムーブ処理を中断する手順について説明す
る。上記で述べた通りムーブ先の装置であるＤＶＴＲ２００の動作状態が何らかの原因に
より記録以外の状態に遷移した場合、ＳＴＢ１００は１３９４バス２０上へのコンテンツ
の送信を一旦停止し（ステップ６０１）、ムーブ処理が中断した旨をモニタ３０上にメッ
セージ表示等で利用者に通知する（ステップ６０２）。そして、利用者がＤＶＴＲ２００
に別の記録メモリ２０５をセットする等必要な処理をした後に、入力処理部１０５を介し
てムーブ処理の続行を指示すると（ステップ６０３）、ＳＴＢ１００の制御部１１０は、
ＤＶＴＲ２００を記録状態にするために再度記録開始コマンドを発行し（ステップ６０４
）、１３９４バス２０上のコンテンツの送信を再開する（ステップ６０５）。ステップ６
０２において、利用者がムーブ処理の続行を指示しなかった場合や一定期間利用者からの
指示が入力されなかった場合は、終了処理５１１へ移行する。
【００３４】
　ここで、ムーブ実行中に他の装置（例えばＤＶＤ３００）が１３９４バス２０上に接続
されてバスリセットが発生した場合も上記の中断処理５０８と同様の処理を実行する。具
体的には、ＳＴＢ１００がバスリセットの発生を検知した際、制御部１１０はデジタルＩ
／Ｆ１０８を介して現在１３９４バス２０上に存在するＡＶ装置の情報を取得し、ＤＶＴ
Ｒ２００のみが接続されていることを確認する。そして、ＤＶＴＲ２００以外の他の装置
が接続されたことが分かると、ＤＶＴＲ２００の記録状態を停止するために記録一時停止
コマンドを発行した後、上記中断処理５０８を実施する。
【００３５】
　次に、図７を用いて、上記ステップ５１１のＳＴＢ１００がＤＶＴＲ２００に対するム
ーブ処理を終了する際に必要な手順について説明する。
【００３６】
　ＳＴＢ１００の制御部１１０は、番組記録メモリ１０９にムーブ済のコンテンツが存在
していないことを確認する（ステップ７０１）。この際、ムーブ済のコンテンツが一部で
も存在する場合には該コンテンツを全て削除あるいは再生不能とする（ステップ７０２）
。
【００３７】
　その後、ムーブ処理の実行結果を確認し（ステップ７０３）、前記ステップ５０２にて
番組記録メモリ１０９上の外部からアクセスできない領域あるいは別メモリに前記コンテ
ンツのコピーが存在するかチェックする（ステップ７０４）。そして、最後にモニタ３０
上にムーブ処理の実行結果等を利用者に通知する（ステップ７０６）。
【００３８】
　ここで、ステップ７０３にてムーブ処理が成功し、ステップ７０４にて前記コンテンツ
のコピーが存在する場合には該コピーを削除し（ステップ７０５）、ステップ７０６にて
ムーブ処理が成功した旨を通知する。
【００３９】
　一方、図８に示すように、ムーブ処理が中断により失敗した場合はムーブ処理が失敗し
た旨を通知し（８００）、さらに前記コンテンツのコピーが存在する場合には、デコーダ
１０４を介してアナログ出力端子１１１から該コンテンツを再生することができる旨を通
知する。この際、デジタルＩ／Ｆ１０８を介して１３９４バス２０上に該コンテンツを送
出することは禁止する。また、アナログコピーの制限があるコンテンツについては、アナ
ログ出力端子１１１から送出するコンテンツにマクロビジョン等の処理を施し、他のスト
リーム記録装置に記録することができないようにする。
【００４０】
　以上により、ムーブ処理が失敗した場合でも前記コンテンツを視聴することを可能とし
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、アナログコピーの制限がないコンテンツについてはアナログ信号で他のストリーム記録
装置に記録することができる。この際、一定期間あるいは限定した回数、画質をダウンコ
ンバート等の条件の下で前記コンテンツの再生を可能とする方法もある。
【００４１】
　ムーブ失敗時のその後の具体的な画面表示とて８０１のような選択肢をユーザに提示し
てもよい。
【００４２】
　また、ムーブ処理が中断した場合、既にムーブ済みのコンテンツが全体の何割に相当す
るかに因って（例えば、半分以上のコンテンツを既にムーブした場合等）、前記別メモリ
にコピーしたものを削除する方法もある。
【００４３】
　さらに、本実施例のＳＴＢ１００とモニタ３０を一体化した装置の場合には、前記別メ
モリにコピーしたコンテンツをデジタルＩ／Ｆ１０８およびアナログ出力端子１１１を介
して外部へ送出せず、内蔵したモニタ３０上でのみ再生可能とする方法もある。
【００４４】
　ここで、図４のステップ４０４、図５のステップ５０６で取得する現在１３９４バス２
０上に存在するＡＶ装置の情報と、図４のステップ４０５、図５のステップ５０７で接続
装置がムーブ先装置のみであるかチェックする方法の一例を説明する。
【００４５】
　１３９４バス２０上に装置を接続すると、他の装置と重複しないように該装置に対して
自動的にノードＩＤというアドレスが０から６２まで昇順に割り当てられる。このノード
ＩＤは、接続構成が変化する度に割り当てられる値も変化する可能性がある。制御コマン
ドなどに利用するアシンクロナス通信では、該ノードＩＤを使用して通信を行う。一方、
１３９４バス２０に接続するＳＴＢ１００やＤＶＴＲ２００など通常のＡＶ装置は、固有
のユニークＩＤという識別子を備えている。
【００４６】
　前記ステップ４０４、ステップ５０６では１３９４バス２０上に存在するノードＩＤを
取得し、前記ステップ４０５、ステップ５０７では該ノードＩＤが０と１のみであること
をチェックした後、ムーブ先装置に録画機能があることを確認する方法がある。あるいは
、前記ステップ４０４、ステップ５０６では１３９４バス２０上に存在する全装置のユニ
ークＩＤを取得し、前記ステップ４０５、ステップ５０７では取得したユニークＩＤの数
が１であることをチェックした後、ムーブ先装置に録画機能があることを確認する方法が
ある。
【００４７】
　上記の方法に加え、録画機能を備えた不正な装置（例えば、２つの記録媒体を備え、同
時に録画できるような装置）に対してムーブ処理を行わないために、特定の装置に対して
のみムーブを行う方法がある。例えば、ＳＴＢ１００の制御部１１０に、図９に示すよう
なムーブ処理対象装置リスト９００を搭載する。該リスト９００には、ムーブ処理対象と
するＡＶ装置を一意に特定できる情報、例えばメーカー名やモデル名を登録する。そして
、前記ステップ４０４、ステップ５０６にて１３９４バス２０上に存在するＡＶ装置から
ノードＩＤと／あるいはユニークＩＤと共に該情報を取得し、前記ステップ４０５、ステ
ップ５０７にてムーブ先装置以外が接続されていないことをチェックすると共に、該ムー
ブ先装置が前記ムーブ処理対象リスト９００内に登録されている装置であることを確認す
る。該ムーブ先装置が該リスト内に登録されている装置であればムーブ処理を実行し、登
録されていない装置であればムーブ処理を中断する。前記ムーブ処理対象装置リスト９０
０の内容は、外部からの改ざんを防止するために暗号化処理等を施して格納する。また、
放送やインターネットによるダウンロードやＩＣカードや専用端末等を用いて該リスト９
００内容を更新することも可能とする。
【００４８】
　以上述べた様にすれば、ムーブ実行前に既にムーブ先以外の装置との間で認証処理が終
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ブ実行時には１３９４バス２０上にムーブ元（ＳＴＢ１００）とムーブ先（ＤＶＴＲ２０
０）のみが存在することとなり、他の装置による不正コピーを簡単に防ぐことができる。
また、ムーブ先は通常の”copy one generation”のコンテンツを記録するのと全く同じ
動作をすれば良い。
【００４９】
　また、ムーブ実行前に予めムーブ対象のコンテンツを別メモリ領域にコピーして、ムー
ブ処理に失敗した場合に該コピー内容をアナログ形式でのみ再生可能となり、利用者に対
しては本来ムーブできるはずだった番組をアナログ形式で残すことができる。
【００５０】
　ここで、本実施例ではムーブ元装置としてＳＴＢ１００を例に挙げたが、ＤＶＴＲ２０
０やＤＶＤ３００でも良い。
【００５１】
　本発明によれば、一旦ストリームデータ記録再生装置により記録された、コピー制限さ
れているコンテンツを、他のストリームデータ記録再生装置に転記することができ、その
際に不正なコピーを作成される恐れがない。また、記録領域不足や操作誤りによりストリ
ームデータの転記に失敗した場合にのみアナログ再生することができ、利用者に対して安
全で使い勝手の良いシステムを提供することができる。
【符号の説明】
【００５２】
１０…アンテナ
３０…モニタ
１００…放送受信装置
２００…デジタルＶＴＲ
３００…ＤＶＤレコーダ
１０４…デコーダ
１０５、２０１…入力処理部
１０７、２０４…記録／再生処理部
１０８、２０２…デジタルＩ／Ｆ
１０９…番組記録メモリ
２０５…記録テープ
１１０、２０６…制御部
１１１、２０８…アナログ端子
１１２、２０７…デジタル端子
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